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令和５年度「京都市地域商業新展開支援事業」支援対象商店街等の募集について 
 

本市では、令和５年度、商店街等へのコーディネーターの派遣等を通じて、地域商業者

が一体となって飲食・買い物・体験等の商業コンテンツを創出・育成し、広くＰＲする取

組を支援するほか、商店会等が若手や非会員を取り込みながら組織の再構築・活性化を目

指す取組を支援する「京都市地域商業新展開支援事業」（別紙参照）に取り組むこととして

います。 
 本事業による支援を希望される場合は、御応募いただきますよう、よろしくお願いいた

します。 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
１ 応募方法 

  本事業による支援を希望される場合は、応募票に必要事項を記載し FAX で御返送いた

だくか、応募票の内容をメール本文に記載しお送りください。 
  FAX番号：２２２－３３３１          ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：shogyo@city.kyoto.lg.jp 

  締切日：令和５年５月１９日（金） 
 
２ 選考結果の連絡 

 応募票を御提出いただいた商店街等には５月下旬（予定）頃に選考結果を御連絡いた

します。（各支援団体数：３～５団体程度）   
 

「京都市地域商業新展開支援事業」支援商店街等 応募票 
             
締切日：令和５年５月１９日（金）           FAX 番号：２２２－３３３１ 

団体名  

担当者氏名  

電話番号  

希望される支援 
(いずれかに☑してください) 

□商業コンテンツ育成支援    □商店会等組織再構築支援 

実施したい取組 

※商業コンテンツ育成支援を希望される場合は、現時点で活用または創出したい商業コンテンツ(飲食 

・買い物・体験等)の内容もご記入ください。 

 

 

＜留意事項＞ 
・本事業は、「商業コンテンツ育成支援」と「商店会等組織再構築支援」の２つの支援類型を設けて 
おり、いずれか１つに応募可能です。 

・商店街等が自ら実施する取組をサポートします（月１回程度、協議の場を設定します。）。 
・令和４年度「京都市商店街地域資源活用事業」（個別商店街支援型）を活用された商店街は対象と 
なりません。 

・直近５年程度の間に、中小企業庁や京都府の支援により、同様の事業に取り組んだ実績がある（ま 
たは取り組む予定がある）商店街等は対象となりません。 

mailto:shogyo@city.kyoto.lg.jp


別 紙  

令和５年度「京都市地域商業新展開支援事業」事業概要 

１ 商業コンテンツ育成支援 

・ コーディネーターを派遣し、地域商業者が一体となって取り組む、誘客促進やエリアのブランド 
化につながる、魅力的な商品・サービス等（商業コンテンツ）の創出・育成を支援。 

・ 令和５年度は、事業計画の立案や運営体制の構築、事業実施に必要な準備を行うとともに、本市 

の「ふるさと納税型クラウドファンディング」により、事業実施に必要な資金を調達する（調達状 

況等により、自己資金が必要になる場合があります。）。併せて、今後につなげるため、その他の自 

主財源（収入）確保の手法についても検討する。事業の実施は令和６年度を想定。 

(1) 対  象：商店会及びその連合体、商業者グループ 
(2) 支 援 数：３～５団体  

＜事業の主な流れ＞ 

 ※事業は、「ふるさと納税型クラウドファンディング」により調達した資金を活用し、令和６年度に、支援 

u団体が主体的に実施する。 
 
２ 商店会等組織再構築支援 

 ・ 新たな取組を実施したいが、会員の高齢化や減少等による担い手不足により、実施することがで 
きないといった課題を抱える商店会や商業者グループを対象に、組織の再構築・活性化を支援。 

・ 若手や非会員を取り込みながら実施するビジョン策定のほか、若手会の結成等の新たな運営体制 
の検討・構築、新たな体制で行うトライアル事業の検討・実施等を支援（１年間）。 
(1) 対  象：商店会、商業者グループ 

(2) 支 援 数：３～５団体  
＜事業の主な流れ＞ 
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トライアル

事業の実施 

〈商業者グループの定義〉 
・ 市内で小売業・飲食業・サービス業等を営む５以上の中小企業等の商業者を主な構成員とし、 

事業所が一定地域に近接・集積している団体が主体となっていること。 
・ 会則等において、中小企業等が共同して商業活動を行うために設立したことが明らかであること。 
・ 構成員の全てが市内に本社又は主たる事務所等を設けている又はこれに準じるものとして認めら 

れること。 
・ 構成員のうち、フランチャイズ加盟店の合計は全構成員数の２０％以下であって、かつ、同系列 

のフランチャイズ加盟店は２者以下であること。 

●支援団体の公募・決定 ●事業内容の決定 ●資金調達 

事業内容・運営体制等の検討 クラウドファンディング実施 実施準備 

コーディネーター派遣 


